
平成 21年 10月 2日 
各   位 

 

会  社  名  株 式 会 社 カ プ コ ン 

代 表 者 名 代表取締役社長 辻本春弘 

（コード番号：9697 東証・大証第 1部） 
問 合 せ 先  広 報 ・ Ｉ Ｒ 室   

電 話 番 号 （ 0 6） 6 9 2 0 - 3 6 2 3 
 

 

移転価格税制に基づく更正処分に対する米国との相互協議 
の合意について 

 
当社は、平成 12年 3月期から平成 17年 3月期までにおける当社の海外子会社との取引
に関して、平成 18年 3月 31日付で大阪国税局から移転価格税制に基づく法人税の更正処
分を受け、約 18億円の追加税額を納付しております。 
当社はその処分を不服とし、二重課税回避のために、平成 18年 9月 29日に権限のある
日米双方における当局間の相互協議の申立てを行いましたが、今般、日米間の相互協議の

合意が成立した旨の通知を国税庁から受領いたしました。 
今回の合意により二重課税が解消され、法人税等の還付等が見込まれます。 
なお、本件による平成 22年 3月期の連結業績予想への影響につきましては、精査中のた
め現時点では未定でありますが、明らかになり次第公表する予定です。 
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